	被爆者一般疾病医療機関における被爆者医療の取扱いについて


１　原子爆弾被爆者（「被爆者健康手帳」所持者）に対する一般疾病の医療給付については、社会保険各法が優先し、その自己負担分について国が支払います。

　　被爆者の加入している保険と原爆医療（法別番号19）との関係は次のとおりです。
　　健康保険法等との負担割合

	加入している保険等の種類
	負担割合

	
	保険者
	原爆医療（国）
	被爆者本人

	健康保険、共済組合、国民健康保険等
	7割
	3割
	なし

	高齢受給者証を所持している人（※1）
	8割（7割）
	2割(3割)
	

	長寿医療制度（後期高齢者医療制度）

の適用を受ける人（※2）
	9割（7割）
	1割（3割）
	

	健康保険に加入していない人
	生活保護受給者
	なし
	10割
	

	
	国保に加入できない人
	なし
	10割
	

	
	国保に加入していない人
	なし
	3割
	7割

	介護保険法の適用を受ける人
	医療系サービス
	居　宅
	訪問看護
	9割
	1割
	なし

	
	
	
	訪問リハビリテーション
	
	
	

	
	
	
	居宅療養管理指導
	
	
	

	
	
	
	通所リハビリテーション
	
	
	

	
	
	
	短期入所療養介護
	
	
	

	
	
	介護予防
	介護予防訪問看護
	
	
	

	
	
	
	介護予防訪問リハビリテーション
	
	
	

	
	
	
	介護予防居宅療養管理指導
	
	
	

	
	
	
	介護予防通所リハビリテーション
	
	
	

	
	
	
	介護予防短期入所療養介護
	
	
	

	
	
	施　設
	介護老人保健施設
	
	
	

	
	
	
	介護療養型医療施設
	
	
	


· 1　現役並みの所得のある人は、3割負担になります。なお、平成20年度の一部負担金等の軽減特例措置については、原爆医療（法別番号19）が優先します。
· 2　現役並みの所得のある人は、3割負担になります。
· 3　入院時に係る食事療養費については、標準負担額分を国が支払います。

　医療給付の範囲は、健康保健法で定められた内容に限られます。

　また、次にあげる負傷又は疾病については、医療の給付ができないことになっています。

　　①　厚生労働大臣の認定を受けた疾病又は負傷（認定医療、法別番号18）（注）
　　②　遺伝性及び先天性疾病

　　③　被爆以前にかかった精神病

　　④　う歯のうち、第1度うしょく（C1）及び第2度うしょく（C2）
（注）①の認定医療については、知事指定の一般疾病医療機関とは異なり、厚生労働大臣が指定した医療機関（指定医療機関）が、厚生労働大臣の認定を受けた疾病につき、全額国費で医療を行うものです。この給付を受けるには、被爆者が厚生労働大臣あてに認定申請を行い、認定を受けている必要があります。

２　請求方法

（１）通常の場合
　　　公費併用扱いとし、診療報酬明細書及び診療報酬請求書により、社保は支払基金、国保は国保連合会に請求してください。
（２）長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の場合は、国保連合会に請求してください。

（３）生活保護受給者の場合は、支払基金に請求してください。

（４）介護保険の医療系サービスを提供した場合は、介護給付費明細書及び介護給付費請求書により国保連合会に請求してください。
（５）海外で生活していて医療保険証を持たない人については、請求の際にパスポートの写しを添付する等、10割で支給する根拠が分かるようにしてください。
３　被爆者一般疾病医療機関が行う手続について

	発　　生　　事　　項
	必　要　な　手　続

	・医療機関の廃止
	辞退の申出書を提出

	・病院（診療所）から診療所（病院）へ変更

・開設者を個人（法人）から法人（個人）へ変更

・医療機関の移転による所在地の変更

・開設者の死亡・解散等による開設者の変更
	前回の指定分について辞退の申出書を提出すると同時に、改めて指定申請書を提出

	・開設者の住所・氏名・名称の変更（開設者の変更の場合は除く）

・開設者である法人の代表者の変更

・医療機関の名称の変更

・医療機関の所在地の変更（住居表示変更、地番変更の場合）
	変更届を提出


　　なお、指定申請書、辞退の申出書及び変更届の用紙は、県庁健康対策課、県保健所及び中核市保健所にあります。また、健康対策課Webページ（http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/）からもダウンロードすることが可能です。

４　その他

　　被爆者一般疾病医療機関である旨を、医療機関の見やすい場所に標示してください。
	連絡先

　〒460－8501（県庁個別郵便番号・住所記載不要）

　愛知県健康福祉部健康担当局健康対策課
　原爆･特定疾患グループ

　電話052－954－6268（ダイヤルイン）


